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公正取引委員会審決に対する審決取消訴訟の提起について 
 
 
当社は、平成２３年５月２６日付で公正取引委員会より受けた排除措置命令および課徴金納付命令

のうち、課徴金納付命令を不服として、審判手続を行ってきましたが、平成２５年１１月１９日付で

当社の審判請求を棄却する審決を受けました。 
当社として審決の内容を検討した結果、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起し、司法判断を仰ぐ

ことを決定いたしましたので、お知らせいたします。 
 

 なお、本件に関わる課徴金につきましては平成２２年度において特別損失として計上しており、今

後の業績に与える影響はございません。 

 

以 上 

 

 

 

 

    【本件に関するお問合せ先】 

    ◇ エア・ウォーター株式会社 広報・ＩＲ室 

                   〒542-0081 大阪市中央区南船場２丁目１２番８号 

            TEL．06-6252-3966 ／ FAX．06-6252-3965 
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